
保有個人情報の取扱いに係る業務の外部委託について 

・第３１条第５項について
保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合の検査については、以下のチェ

ックシートで検査を行いますのでご留意ください。 
https://www.nict.go.jp/tender/NICTpersonaldata_chk.xlsx 

・第３１条第６項について
委託先が、再委託先、再々委託先の検査を行う場合も、当機構のチェックシートをご使用

ください。 

--以下、規程の抜粋-- 
第８章 保有個人情報の提供及び業務の委託等 
（保有個人情報の提供） 
第３０条 個人情報保護管理者は、独法等個人情報保護法第９条第２項第３号及び第４号
の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合に
は、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲
及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすこととする。 

２ 個人情報保護管理者は、独法等個人情報保護法第９条第２項第３号及び第４号の規定
に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安
全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の
調査等を行うことにより当該措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要
求等の措置を講ずるものとする。 

３ 個人情報保護管理者は、独法等個人情報保護法第９条第２項第３号の規定に基づき行
政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認め
るときは、前二項に規定する措置を講ずるものとする。 

４ 前三項の規定にかかわらず、職員等は、番号法第１９条各号に該当する場合を除き、特
定個人情報を提供してはならない。 

（業務の委託等） 
第３１条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託し又は請け負わせる場合には、
個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置
を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託又は請負先におけ
る責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な
事項について書面で確認するものとする。 

https://www.nict.go.jp/tender/NICTpersonaldata_chk.xlsx


一 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務 
二 再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１
項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。本条において同じ。）の制限又
は事前 承認等再委託に係る条件に関する事項 

三 個人情報の複製等の制限に関する事項 
四 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項 
五 委託又は請負の終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項 
六 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項 

２ 個人番号関係事務の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先において、番
号法に基づき独立行政法人等が果たすべき措置と同等の措置が講じられるか否かについ
て、あらかじめ確認するものとする。また、契約書等に、前項で定める事項に加え、以下
の事項を明記する。 
一 事務所等内からの特定個人情報等の持ち出しの禁止に関する事項 
二 特定個人情報等を取り扱う従事者の明確化及び従事者の監督・教育に関する事項 
三 契約内容の遵守状況の報告に関する事項 
四 必要に応じて実施可能とする委託先に対する実地の調査に関する事項 

３ 個人番号関係事務の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託を受けた者に
おいて、独立行政法人等が果たすべき措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切
な監督を行うものとする。 

４ 個人情報保護管理者は、個人番号関係事務の取扱いに係る業務が再委託される場合に
は、委託をする個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図
られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。 

５ 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保
有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施
体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以上、原則として実地検査によ
り確認するものとする。 

６ 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に
第１項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等
その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を講ずるものとする。保
有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とす
る。 

７ 第４項の規定により個人番号関係事務の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番
号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第１項から第６項までの規定
を適用する。 

８ 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者
派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。 



９ 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを
低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等そ
の 内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。 

 


